
福岡エコ運動協力店登録実施要領 

 

 

 
（ 目 的 ） 

第１条 この要領は，福岡市が推進する「もったいない！食べ残しをなくそう福岡エコ運

動」(以下「福岡エコ運動」という。)の趣旨に賛同し，食べ残し等の削減に取り組む福

岡市内の飲食店や宿泊施設等(以下「飲食店等」という。)を「福岡エコ運動協力店」（以

下「協力店」という。）として登録するために必要な事項を定め，福岡エコ運動を広く紹

介することで，飲食店等の利用者への意識啓発を図り，ひいては食品廃棄物の削減に資

することを目的とする。 

 
（ 対象事業者 ） 

第２条 福岡市内の飲食店や宿泊施設等とする。 
２ 福岡市暴力団排除条例（平成２２年福岡市条例第３０号。以下「暴排条例」という。）

第２条第２号に規定する暴力団員もしくは暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団

員と密接な関係を有する者でないこと。 
 
（ 登録要件 ） 

第３条 次に示す項目を，１つ以上実践する飲食店等を協力店として登録する。 
  （１）適量メニュー等の導入 
     （例：ご飯や料理の量の調節，小盛メニュー又はハーフサイズメニューの設定，

品質を上げて量を減らすメニューの設定，人数や参加者の好みを考慮し

た料理プランの提案 等）   
  （２）食べ残し削減の呼びかけ 
     （例：宴会等での食べきり呼びかけ 等） 
  （３）店舗でのポスター等の掲示による啓発活動      

（４）持ち帰りへの対応 
     （例：消費期限等を説明した上での持ち帰り対応，持ち帰り容器の提供，店内

での案内 等） 
  （５）上記以外の独自の取り組み 
     （例：ポイント・クーポン券の配布，店舗での食べきりキャンペーンの実施，

残さず食べた客への割引 等） 
 
 
 



（ 取組内容 ） 

第４条 協力店は，次の項目に取り組むこととする。 

（１）協力店は，第３条のうち選択した項目を積極的に実践し，食品廃棄物の発生抑

制に努める。 
  （２）協力店は，市から交付されたステッカー等を掲示し，利用者へ福岡エコ運動に

ついて積極的にＰＲし，周知を図る。 
  （３）協力店は，福岡市が実施する福岡エコ運動に関する調査へ協力する。 
  （４）酒類販売，酒類を提供する協力店は，飲酒運転撲滅の取組みを推進すること。 
 
（ 持ち帰りへの対応 ） 

第５条 第３条第４号に定める持ち帰りへの対応を実施する協力店は，次の各号に従い実

施すること。 
  （１）持ち帰りの提供は，持ち帰り希望者からの申し出があった場合に行うこと。 

（２）持ち帰りの提供は，持ち帰り希望者に衛生上の注意事項等を十分に説明し，持

ち帰った料理を食したことにより，食中毒等の食品事故が発生した場合，持ち帰

り希望者による自己責任となる旨を，持ち帰り希望者との合意の上に行うこと。 
（３）協力店は，食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その他関係法令によって

定められた衛生管理を遵守すること。 
（４）加熱調理済みの持ち帰りに適した食品を提供し，生鮮食品(生鮮魚介・生鮮野菜・

生鮮果物)などは，持ち帰り希望者からの要望があっても提供しないこと。 
（５）その他持ち帰りの取り扱いについて，注意書きを添えるなど，食中毒等の予防

をするための工夫をすること。 
２ 市は，食べ残しの持ち帰りについて，食中毒やその他体調に異変が起きた場合等の一

切の責任を負わないものとする。 
 
（ 申込方法 ） 

第６条 協力店として登録を希望する飲食店等の代表者（以下「希望者」という。）は，申

込書（様式第１号）を市へ郵送，ＦＡＸ，Ｅ－ｍａｉｌ又は持参のいずれかの方法で提

出する。 

２ 市は，希望者から提出された申込書の内容を確認し，第３条の要件を満たす場合は，

協力店一覧へ記載するとともに，希望者に対してステッカー等を交付する。 

 

（ 登録店の紹介 ） 

第７条 市は，登録した協力店の取組み内容等を，市ホームページや市政だより等で紹介

する。 
２ 希望者は応募した時点で店舗情報の掲載に同意したものとする。 



（ 登録の中止 ） 

第８条 協力店は，第３条の要件を満たさなくなった場合又は飲食店等を廃止する場合は，

登録中止届（様式第２号）により市へ届け出るとともに，交付物等の掲示を取り止めな

ければならない。 
２ 市は，登録中止届の内容を確認し，協力店一覧及び市ホームページ等の掲載情報から

削除する。 
 
（ 登録内容の変更 ） 

第９条 協力店は，登録した内容に変更が生じた場合は，速やかに登録内容変更届（様式

第３号）により市へ届け出る。 

 
（ 登録の抹消 ） 

第１０条 市は，協力店が第３条の要件を満たしていない場合又は信用を失墜する行為を

行う等，協力店として適当でないと判断した場合は，登録を抹消することができる。 
２ 登録を抹消された協力店は，速やかに市からの交付物の掲示を取り止めなければなら

ない。 
 
附則 

この要領は，平成２８年２月２４日から施行する。 
 
附則 

この要領は，平成３０年１月１日から施行する。 


